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問

東
日
本
大
震
災
を
受
け

て
、
見
直
さ
れ
る
津
波
対
策
の

一
つ
で
あ
る
（
仮
称
）
津
波
避

難
誘
導
マ
ッ
プ
の
概
要
、
完
成

時
期
に
つ
い
て
聞
き
た
い
。
ま

た
、
現
在
五
十
カ
所
あ
る
津
波

一
時
避
難
場
所
を
増
設
す
る
場

合
の
所
有
者
と
の
協
定
方
法
や

神
奈
川
県
に
お
い
て
津
波
の
想

定
の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
場
合

の
対
応
に
つ
い
て
聞
き
た
い
。

答
弁
（
仮
称
）津
波
避
難
誘
導

マ
ッ
プ
は
藤
沢
バ
イ
パ
ス
以
南

の
地
域
を
対
象
と
し
、
本
市
所

有
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
、
土
地

の
標
高
や
津
波
に
強
い
と
言
わ

れ
る
鉄
筋
及
び
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
造
で
三
階
建
て
以
上

の
建
築
物
及
び
現
時
点
で
津
波

一
時
避
難
場
所
の
協
定
を
締
結

し
て
い
る
建
築
物
を
、
地
図
上

に
表
示
す
る
も
の
で
、
完
成
時

期
は
秋
頃
を
予
定
し
て
い
る
。

津
波
一
時
避
難
場
所
と
し
て
施

設
の
一
時
使
用
を
お
願
い
す
る

所
有
者
と
の
協
定
に
つ
い
て
は
、

こ
の
マ
ッ
プ
を
活
用
し
た
ワ
ー

質
問

各
避
難
施
設
に
お
い
て
、

日
頃
か
ら
地
域
の
方
々
と
避
難

施
設
の
従
事
職
員
と
の
関
係
は

築
か
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、

基
本
的
に
は
職
員
の
居
住
地
区

を
も
と
に
避
難
施
設
に
配
置
し

て
い
る
よ
う
だ
が
、
今
回
の
大

震
災
の
よ
う
に
、
昼
間
に
発
災

し
た
場
合
の
体
制
を
聞
き
た
い
。

ま
た
、
片
瀬
地
区
の
各
避
難
施

設
で
の
対
応
方
法
と
避
難
所
と

し
て
の
機
能
に
問
題
が
な
か
っ

た
の
か
聞
き
た
い
。

答
弁

避
難
施
設
の
従
事
職
員

と
自
治
会
や
自
主
防
災
組
織
の

方
々
と
は
、
各
地
区
防
災
拠
点

ク
シ
ョ
ッ
プ
に
よ
り
地
域
の
方

々
と
の
顔
の
見
え
る
関
係
づ
く

り
の
中
で
理
解
を
進
め
、
協
定

を
締
結
し
て
い
き
た
い
。ま
た
、

県
に
お
い
て
津
波
の
想
定
の
見

直
し
が
行
わ
れ
た
場
合
は
、
改

め
て
津
波
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を

作
成
し
て
い
き
た
い
。

質
問

防
災
行
政
無
線
は
聞
こ

え
に
く
い
地
域
が
あ
り
、
そ
の

地
域
に
は
、
無
認
可
保
育
園
、

地
域
作
業
所
や
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
な
ど
の
施
設
も
あ
る
。
防
災

本
部
を
中
心
に
、
施
設
ご
と
に

避
難
施
設
運
営
委
員
会
を
組
織

し
て
お
り
、
年
数
回
の
打
ち
合

せ
や
訓
練
を
通
じ
て
、
関
係
は

築
か
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
昼
間
に
発
災
し
た
場
合

の
体
制
に
つ
い
て
は
、
運
営
委

員
会
の
方
々
を
中
心
に
開
設
準

備
を
行
い
、
市
の
従
事
職
員
が

駆
け
つ
け
る
ま
で
は
、
施
設
管

理
者
が
代
行
す
る
こ
と
と
な
っ

て
い
る
。
片
瀬
地
区
で
は
避
難

施
設
を
五
カ
所
開
設
し
た
が
、

当
日
は
多
数
の
帰
宅
困
難
者
が

避
難
さ
れ
て
い
た
。
現
在
の
避

難
施
設
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
帰

宅
困
難
者
に
対
応
す
る
も
の
で

な
い
た
め
、
帰
宅
困
難
者
へ
交

通
機
関
な
ど
の
情
報
を
素
早
く

伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
な
ど
の
意
見
が
、
従
事
職
員

や
運
営
委
員
か
ら
も
出
さ
れ
て

い
る
。
今
後
、
こ
の
意
見
や
要

望
等
を
踏
ま
え
、
避
難
施
設
運

行
政
無
線
の
戸
別
受
信
機
を
設

置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
聞
こ
え

に
く
さ
は
解
消
す
る
が
、
戸
別

受
信
機
の
現
在
の
設
置
状
況
に

つ
い
て
聞
き
た
い
。

答
弁

現
在
、
公
共
施
設
、
公

立
小
中
学
校
、
保
育
園
及
び
幼

稚
園
等
に
四
百
七
十
九
基
設
置

し
て
お
り
、
無
認
可
保
育
園
、

地
域
作
業
所
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
な
ど
に
は
設
置
し
て
い
な
い
。

質
問

戸
別
受
信
機
が
設
置
さ

れ
て
い
な
い
そ
れ
ら
の
施
設
に

も
今
後
設
置
を
し
た
り
、
新
た

な
取
り
組
み
と
し
て
防
災
ラ
ジ

オ
の
購
入
補
助
を
進
め
る
べ
き

と
思
う
が
、
ど
う
か
。

答
弁

未
設
置
施
設
に
つ
い
て

当
た
り
、
殉
職
し
た
と
い
う
も

の
だ
っ
た
。
本
市
に
お
い
て
も

消
防
団
員
が
昼
夜
を
問
わ
ず
市

民
の
安
全
を
守
り
、
震
災
や
津

波
災
害
時
に
は
出
動
す
る
と
思

う
が
、
そ
の
際
の
消
防
団
の
指

揮
命
令
系
統
に
つ
い
て
聞
き
た

い
。ま

た
、
殉
職
者
や
行
方
不
明

者
を
出
さ
な
い
た
め
の
対
策
を

考
え
て
い
る
か
聞
き
た
い
。

答
弁

消
防
団
の
指
揮
命
令
系

統
に
つ
い
て
は
、
消
防
組
織
法

に
よ
り
定
め
ら
れ
て
お
り
、
消

防
職
員
と
同
様
に
消
防
長
ま
た

は
消
防
署
長
の
命
令
の
も
と
に

行
動
す
る
も
の
と
定
め
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、
津
波
警
備
活
動

に
つ
い
て
は
、
東
日
本
大
震
災

の
教
訓
か
ら
、
消
防
職
員
・
団

員
の
安
全
の
確
保
と
有
効
な
消

防
活
動
の
継
続
を
目
的
と
し
て
、

地
域
防
災
計
画
等
が
改
定
さ
れ

る
ま
で
の
間
、
消
防
本
部
に
お

け
る
暫
定
運
用
と
し
て
配
備
態

勢
を
定
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

主
な
内
容
は
、
災
害
の
程
度
に

応
じ
て
よ
り
弾
力
的
な
部
隊
運

用
を
可
能
に
し
て
い
る
点
で
、

大
津
波
警
報
発
令
時
等
に
は
、

市
民
の
安
全
を
第
一
優
先
と
し

た
高
台
へ
の
避
難
誘
導
を
実
施

し
、
こ
れ
に
合
わ
せ
て
消
防
団

部
隊
や
車
両
に
つ
い
て
も
退
避

さ
せ
、
警
戒
活
動
を
継
続
さ
せ

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
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災
害
時
の
消
防
団
員

指
揮
命
令
系
統
は

質
問

東
日
本
大
震
災
の
被
災

者
へ
の
義
援
金
に
つ
い
て
、
近

隣
市
の
よ
う
に
そ
の
使
途
を
明

確
に
し
て
か
ら
受
け
入
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
義
援
金
を
公
平
に

配
る
た
め
に
は
、
第
三
者
委
員

会
や
配
分
基
準
が
必
要
だ
と
思

う
が
、
す
べ
て
結
果
報
告
と
な

っ
て
い
る
。
義
援
金
を
託
し
た

市
民
は
、
既
に
被
災
者
に
届
い

て
い
る
と
思
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
、
見
解
を
聞
き
た
い
。

答
弁

市
民
か
ら
の
義
援
金
は
、

そ
の
送
付
先
を
明
ら
か
に
す
る

意
味
で
も
直
接
被
災
県
に
送
付

す
る
こ
と
と
し
た
。
送
金
及
び

配
分
に
つ
い
て
は
、
早
急
に
被

災
者
に
義
援
金
を
届
け
た
い
と

の
考
え
か
ら
、
四
月
四
日
か
ら

検
討
を
開
始
し
、
十
八
日
に
決

定
し
た
。一
律
配
分
で
は
な
く
、

警
察
庁
の
発
表
す
る
被
害
状
況

を
も
と
に
、
被
災
三
県
に
そ
の

割
合
に
応
じ
て
計
四
千
万
円
を

配
分
し
た
。
六
月
十
五
日
現
在

営
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
見
直
し
を
行

っ
て
い
き
た
い
。

で
市
に
集
ま
っ
た
義
援
金
は
総

額
七
千
九
百
二
十
三
万
七
千
二

十
八
円
と
な
っ
て
お
り
、
第
一

回
目
の
送
金
及
び
被
災
地
か
ら

の
要
請
に
よ
る
支
援
物
資
の
購

入
等
に
充
て
た
後
の
残
高
は
、

お
よ
そ
三
千
七
百
万
円
と
な
っ

て
い
る
。
現
在
も
、
市
民
や
各

種
団
体
か
ら
の
寄
附
の
申
し
出

が
あ
り
、
市
民
セ
ン
タ
ー
等
に

募
金
箱
の
設
置
を
継
続
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
の
状
況

を
見
極
め
、
第
二
回
の
送
金
に

つ
い
て
、
早
急
に
検
討
し
、
適

正
に
配
分
し
て
い
き
た
い
。

質
問

本
市
に
は
津
波
計
が
設

置
さ
れ
て
お
ら
ず
、
三
月
十
一

日
の
地
震
発
生
後
は
、
目
視
で

津
波
の
高
さ
を
測
っ
た
と
い
う

状
況
で
あ
っ
た
。
全
国
に
は
、

津
波
の
波
源
域
に
設
定
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
い
ち
早
く
津
波
の

襲
来
を
知
ら
せ
る
Ｇ
Ｐ
Ｓ
津
波

計
が
十
二
基
稼
働
し
て
い
る
。

市
民
の
命
を
守
る
観
点
か
ら
、

津
波
対
策
を
優
先
さ
せ
、
Ｇ
Ｐ

Ｓ
津
波
計
を
相
模
湾
に
設
置
す

Ｇ
Ｐ
Ｓ
津
波
計
設
置

神
奈
川
県
に
要
望
を

質
問

公
共
事
業
の
請
負
業
者

べ
き
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。

答
弁

Ｇ
Ｐ
Ｓ
津
波
計
は
、
ブ

イ
に
Ｇ
Ｐ
Ｓ
を
装
備
し
衛
星
測

位
の
鉛
直
方
向
の
時
系
列
デ
ー

タ
を
海
面
高
の
変
位
と
し
て
潮

位
や
波
高
等
を
計
測
で
き
る
も

の
で
、
国
土
交
通
省
が
全
国
の

沿
岸
十
〜
二
十
�
�
沖
合
に
設

置
し
、
計
測
し
て
い
る
が
、
こ

の
津
波
計
は
高
額
で
あ
り
、
一

地
方
自
治
体
で
設
置
す
る
こ
と

は
難
し
い
と
考
え
て
い
る
。

質
問

津
波
計
は
、
約
一
億
円

で
設
置
で
き
る
の
で
、
財
政
的

に
は
不
可
能
で
は
な
い
。
む
だ

を
省
き
、
ま
ず
住
民
の
命
を
守

る
こ
と
が
最
優
先
で
あ
る
。
県

や
相
模
湾
沿
岸
の
自
治
体
と
協

力
し
て
設
置
を
検
討
す
べ
き
で

あ
る
が
、
ど
う
か
。

答
弁

一
地
方
自
治
体
で
設
置

す
る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
て

い
る
が
、
相
模
湾
内
で
の
観
測

は
、
津
波
対
策
上
有
効
で
あ
る

た
め
、
今
後
、
県
に
対
し
設
置

に
つ
い
て
要
望
し
て
い
き
た
い
。

や
下
請
け
業
者
の
賃
金
・
労
働

条
件
を
確
保
し
、
ワ
ー
キ
ン
グ

プ
ア
を
生
み
出
さ
な
い
た
め
の

公
契
約
条
例
制
定
に
向
け
た
市

の
考
え
方
に
つ
い
て
聞
き
た
い
。

答
弁

労
働
者
の
賃
金
や
労
働

条
件
に
関
し
て
は
、
国
が
関
係

法
令
を
整
備
し
、
対
応
す
る
こ

と
が
基
本
で
あ
り
、
市
独
自
の

条
例
に
最
低
賃
金
や
賃
金
水
準

を
設
定
す
る
こ
と
の
是
非
が
問

わ
れ
、
契
約
自
由
の
原
則
の
中

で
、
個
々
の
雇
用
契
約
に
市
が
介

入
す
る
な
ど
の
課
題
が
生
じ
る
。

ま
た
、
制
定
後
の
実
効
性
を

担
保
す
る
た
め
、
賃
金
支
払
い

状
況
等
を
確
認
す
る
た
め
の
チ

ェ
ッ
ク
体
制
の
整
備
が
必
要
で

あ
り
、
さ
ら
に
広
域
的
に
展
開

し
て
い
る
企
業
に
お
い
て
は
、

同
一
労
働
の
労
働
者
が
各
自
治

体
ご
と
に
異
な
る
賃
金
体
系
に

な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。

既
に
条
例
を
制
定
し
た
先
進

市
の
実
施
状
況
等
を
十
分
検
証

す
る
と
と
も
に
国
の
法
整
備
の

動
向
を
注
視
し
な
が
ら
、
さ
ま

ざ
ま
な
課
題
に
つ
い
て
検
討
し

て
い
き
た
い
。

市内50カ所ある津波一時避難場所の増設が望まれる

質
問

東
日
本
大
震
災
で
死
亡

・
行
方
不
明
と
な
っ
た
消
防
団

員
は
、
被
災
三
県
で
二
百
四
十

九
人
に
上
り
、
ほ
と
ん
ど
の
ケ

ー
ス
は
地
域
と
住
民
を
守
る
た

め
、
最
後
ま
で
現
場
で
任
務
に

（
仮
称
）津
波
避
難
誘
導
マ
ッ
プ
を
作
成

も
防
災
行
政
無
線
の
内
容
が
施

設
内
で
確
認
で
き
る
こ
と
は
、

必
要
な
こ
と
と
認
識
し
て
お
り
、

現
在
、
戸
別
受
信
機
と
同
等
の

機
能
を
持
つ
防
災
ラ
ジ
オ
の
導

入
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て
い

る
。
今
後
、
補
助
制
度
に
つ
い

て
も
、
導
入
方
法
と
あ
わ
せ
て

検
討
し
て
い
き
た
い
。

閉会中に開催する諸会議 ９月定例会
開 催 日 会　　議　　名開会時刻

７月２７日（水）

８月２７日（土）

２９日（月）

善行地区における地域コミュニティ活動
事業用地取得に関する調査特別委員会

災害対策等特別委員会
（総合防災訓練現地視察）

議会運営委員会

９：３０

８：３０

１４：３０

※各本会議の日には、９：３０から議会運営委員会が開催されます。

議会を傍聴しませんか
閉会中に開催する諸会議及び９月定例会は、
右の日程表のとおり開催する予定です。
なお、日時等は、変更になることもありま
すので、詳しい内容については、下記へお問
い合わせください。
［問合せ］
議会事務局 議事課
�0466-25-1111 内線5621～2
FAX 0466-24-0123

請願と陳情のご案内
９月定例会では、次の日時までに提出され
たものを審査します。

請願　８月２９日（月）正午まで
陳情　９月１日（木）午後５時まで

防
災
対
策
の
見
直
し

災害対策の新たな取り組み

補助制度も併せて検討
防災ラジオの導入を検討

開 催 日

９月１日（木）

５日（月）

６日（火）

７日（水）

８日（木）

９日（金）

１２日（月）

１４日（水）

１５日（木）

会　　議　　名

本会議（議案の説明など）

本会議（議案の審議など）

建設経済常任委員会

厚生環境常任委員会

こども文教常任委員会

総務常任委員会

議会運営委員会

本会議（議決、一般質問など）

本会議（一般質問）

開会時刻

１０：００

１０：００

９：３０

９：３０

９：３０

９：３０

９：３０

１０：００

１０：００

開 催 日

１６日（金）

２０日（火）

２２日（木）

２６日（月）

２７日（火）

２８日（水）

２９日（木）

３０日（金）

１０月３日（月）

会　　議　　名

本会議（一般質問）

本会議（一般質問・決算の説明など）

本会議（決算の審議など）

決算特別委員会

決算特別委員会

決算特別委員会

決算特別委員会

決算特別委員会

本会議（決算特別委員会報告、議決など）

開会時刻

１０：００

１０：００

１０：００

９：３０

９：３０

９：３０

９：３０

９：３０

１０：００

※提出方法については議会事務局 議事課にお問い合わせください。
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